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　　　　　　要綱Ⅱ－第４－１ 事務局での措置協議の対象としない事案

規則第12条第３項　

申立人への説明、助言等
関係機関の紹介
その他必要な措置

要綱Ⅱ－第４－２　　

協議等を行うことが適当でないと地域づ
くり推進員が認めた事案

判決、裁決等により確定した事案
裁判所で係争中、不服申立ての審理中
の事案
事実のあった日の翌日から起算して１年
を経過した事案

地域づくり委員会における協議又はあっせん等の手続き

別紙３

規則第１１条第２、３号

市町村からの依頼があった場合、
地域づくり推進員が認めた場合

【地域課題等】

申立て事案の受理
事務局（社会福祉課）

申立書の提出
【特定事案・地域課題等】

通報等（申立人なし）
【特定事案】

申立書の提出

不　受　理
特定の障がい者の意に反することが確認され
た事案

　市町村は通報等の事実を調査の上、速やかに
申立ての適否を決定するよう協力を依頼。

　市町村は、必要に応じ、特定の障がい者の保
護等を行うよう協力を依頼。

【振興局等から市町村へ働きかける事項】

要綱Ⅱ－第３－１－(2)　

規則第１１条第１号　　　

特定の障がい者の居住地又は
現在地の市町村

通報等の情報提供

規則第１１条第１号

特定事案以外の事案

（地域の課題等）
特定事案

特定事案以外の事案

１７

④

○

○
②

○
⑤

○

○

○

○

○

○ ○

③ ⑦

協議等の打ち切り
申立人等に説明し、協議
又はあっせんを打ち切る
ことができる。

要綱Ⅱ－第５－３

申立人等や関係者から聴取した内容だ
けでは、申立人の主張が正当なもので
あると認められる事実の確認が困難な事
案

調査協力が得られない場合（１）

⑥－２

原因となる者又は関係者等の協力
により実施する任意の調査

要綱Ⅱ－第４－３ 、 第５－３　　

地域づくり推進員の対応等
申立人等への説明及び助言並びに関
係者間の調整

緊急の対応

特定の障がい者の生命又は身体に重
大な危険が生じるおそれが想定され
る場合、関係市町村や関係機関に対
し、速やかに必要な対応が講じられる
よう取り組む。
事件性が認められると判断した場合
は警察へ事実の通告

関係機関（市町村相談支援事業所を含
む）の紹介
関係部局又は関係行政機関（市町村相
談支援事業所を含む）への事実の通告

⑥－１

規則第12条第３項　

要綱Ⅱ－第４－４－(1)　　

条例第４７条の規定に基づく受任
義務を伴う調査

調　　　　査

調　　　　査
申立人、地域づくり委員会に出席
を求める関係者等から聴取する任
意の調査

要綱Ⅲ－第３

条例第４７条 、 要綱Ⅱ－第５ ⑥－２

要綱Ⅱ－第５－３　

特定事案以外の事案

（地域の課題等）
特定事案

既存の救済制度の活用等

特定事案以外の事案

③ ⑦

○　 ○　 ○

○　

○　

　条例第46条第4項、規則第13条第1項、要綱Ⅱ－第６　

④

○ ○
⑧

○

⑨

○
○ 要綱

調査協力が得られない場合（２）
申立人等や関係者から聴取した内容に
より、申立人の主張が正当なものである
と認められる事実が確認でき、かつ委員
全員の賛成が得られた事案

協議又はあっせん

課題の共有化、継続協
議、関係機関との連携 、
等

著しい暮らしづらさがあると指名し
た委員の全員が判断した場合、地
域づくり推進員は指導をすることが
できる。 要綱Ⅱ－第６－２

虐待、重大な権利
侵害に該当する事

その他の事案
国への要望、等

改善状況の確認

　条例第４８条第１項 、 要綱Ⅱ－第８　　

協議解決

協議等の打ち切り

地域づくり推進員は、協議する事
案に応じ参考人に出席を求めるこ
とができる。

あっせん解決

あっせん不調

要綱Ⅱ－第５－３　
虐待、重大な権利侵害、及び著し
い暮らしづらさ関する事案は、地
域づくり推進員及び５人以上の指
名した委員で構成する。

一般的事案については、地域づく
り推進員及び３人以上の指名した
委員で構成する。

地域づくり推進員は、協議する事
案に応じ、参考人に出席を求める
ことができる。

協  　　 議

⑥－２

推進本部での審議の請求

地域づくり推進員による指導

調査部会での審議

条例第４６条第５項 、 要綱Ⅱ－第７、Ⅲ－第６

申立人及び原因となる者
双方に対し、協議又は
あっせんの打ち切りを通
知。

地域づくり推進員は、全道的もしく
は広域的な見地からの検討等が
必要と判断した場合、指名した委
員と協議の上、推進本部に審議を
求めることができる。

条例第46条第4項、要綱Ⅲ－第４、第５

特定事案以外の事案

（地域の課題等）
特定事案

既存の救済制度の活用等

特定事案以外の事案

○

○

⑩

○

⑪

⑫

⑬

⑭

申立人及び原因となる者
双方に対し、協議又は
あっせんの打ち切りを通
知。

要綱Ⅱ－第６－２

要綱
Ⅱ－第８－(3)

協議等の打ち切り

指導解決

指導による改善が認められない

侵害に該当する事
案

国への要望、等

知事による改善勧告の実施

改善状況の確認

条例第４８条第３項　　

調査部会の意見

指導解決

知事が勧告を行うことの請求
地域づくり推進員は、改善が図ら
れる見込みがないと判断した場
合、知事に勧告を求めることにつ
いて、指名した委員と協議し決定
する。

規則第１９条第１項

　　　条例第４８条第２項 、要綱Ⅱ－第９ 

特定事案以外の事案

（地域の課題等）
特定事案

既存の救済制度の活用等

特定事案以外の事案

⑭

改善が図られない場合、
改善内容の公表

条例第４８条第４項　　

特定事案以外の事案

（地域の課題等）
特定事案

既存の救済制度の活用等

特定事案以外の事案

１７
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